
子どもの貧困対策の推進に関する部会設置要綱 

 

（部会の設置） 

第１条 社会福祉審議会規則（平成 12年福岡県規則第 65号）第９条に基づき、福岡県

社会福祉審議会児童福祉専門分科会（以下「専門分科会」という。）に、子どもの貧

困対策の推進に関する部会（以下「部会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 部会は、県が実施する子どもの貧困対策に係る各種施策に関する調査審議を

行う。 

 

 （組織） 

第３条 部会は、別表に掲げる者により組織する。 

 

 （会議） 

第４条 部会の会議については、福岡県社会福祉審議会運営要領（平成 19年５月 21日

福岡県社会福祉審議会決定）第５条に基づき同運営要領の各規定を準用し、公開等に

ついて取り扱うこととする。 

２ 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を徴する

ことができる。 

３ 部会の決議については、専門分科会の決議とする。 

 

 （事務局） 

第５条 部会の事務局は、福岡県福祉労働部こども未来課に置く。 

 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会長が部

会に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年８月３日から施行する。 

この要綱は、平成 29年 11月２日から施行する。 

この要綱は、平成 30年 11月８日から施行する。 

この要綱は、令和元年 10月３日から施行する。 

この要綱は、令和２年６月４日から施行する。 

この要綱は、令和２年７月２日から施行する。 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年 10月７日から施行する。 

この要綱は、令和４年９月 14日から施行する。 



この要綱は、令和５年 10月 12日から施行する。 

 

 

 

（別表）

（五十音順、敬称略）

氏　名 職名又は所属団体名

安 部
ア ベ

計 彦
カ ズ ヒ コ

　西南学院大学人間科学部社会福祉学科教授

綾 部
ア ヤ ベ

章 子
ア キ コ

久留米市民生委員児童委員協議会会長

石 橋
イシバシ

凜 花 子
リ カ コ

※  あしなが学生募金事務局福岡ブロックマネージャー

伊 藤
イ ト ウ

進 一
シ ン イ チ

※  （社福）福岡県母子寡婦福祉連合会母子父子部長

大 谷
オ オ タ ニ

清 美
キ ヨ ミ

※  特定非営利活動法人チャイルドケアセンター代表理事

小 方
オ ガ タ

圭 子
ケ イ コ

　（公社）福岡県保育協会常務理事

奥 村
オ ク ム ラ

賢 一
ケ ン イ チ

※ 　福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科准教授

川 上
カ ワ カ ミ

多 恵
タ エ

　福岡県議会議員（県民生活商工委員会委員）

熊 本
ク マ モ ト

寿 美
ヒ サ ミ

 須恵町立須恵中学校校長

小 坂
コ サ カ

昌 司
シ ョ ウ ジ

　福岡県弁護士会

近 藤
コ ン ド ウ

真 治
シ ン ジ

　福岡県警察本部生活安全部少年課少年健全育成室長兼児童虐待対策室長

堺
サカイ

康 利
ヤ ス ト シ

　福岡県児童養護施設協議会会長

杉 原
ス ギ ハ ラ

敏 子
ト シ コ

　（公社）福岡県青少年育成県民会議理事

松 﨑
マ ツ ザ キ

佳 子
ヨ シ コ

 広島国際大学心理科学研究科客員教授

安 永
ヤ ス ナ ガ

寛
ヒロシ

　福岡県書店商業組合理事長

吉 村
ヨ シ ム ラ

悠
ハルカ

　福岡県議会議員（厚生労働環境委員会委員）

渡 邊
ワ タ ナ ベ

啓 明
ヒロ ア キ

※  福岡県公立高等学校長協会福岡地区会長（福岡県立筑紫丘高等学校長）

※＝本部会に係る臨時委員

福岡県社会福祉審議会　児童福祉専門分科会

子どもの貧困対策の推進に関する部会 委員名簿

副会長

会長


